
 

 

企画競争実施にかかる説明書 

 

１．業務の概要 

（１）業務名及び概要 

「建設フェア四国 2026in 高松」企画・運営業務 

本業務は、あなぶきアリーナ香川にて実施する「建設フェア四国 2026in 高松」の企画

及び運営等を行う業務である。 

 

（２）業務内容 

  １）運営計画・管理の業務 

①イベント実施計画等の策定 

②企画・運営補助 

③実施マニュアルの作成 

④広報資料等の作成 

⑤出展者に対する窓口の設置 

⑥その他必要となる事項 

２）設営及び会場運営等の業務 

①会場の資機材等の計画・調達に関する内容 

②会場の運営と管理に関する内容 

③その他必要となる事項 

 

（３）履行期間 

契約締結の翌日～令和９年１月２９日まで 

   （建設フェアの開催日は、 

令和８年１１月２５日(水)10 時～16 時と翌日２６日(木)10 時～16 時の２日間 

 なお、設営日は令和 8 年 11 月 24 日(火)、撤去日は 11 月 26 日の出展者撤退後とする） 

 

（４）業務打合せ 

本業務における打合せは、主要な段階における下記の５回を予定している。 

   ・業務着手時 

   ・中間打合せ（３回） 

   ・成果品納入時 

 

（５）成果品 

   成果品は次のとおりとする。 

   １）１．（２）業務内容 にかかる報告書の作成 

２）上記については、次のアプリケーションソフトで読み込み可能な形式とする。た

だし、Microsoft 製ソフトについては、Office2010 以上とする。 

      ・ワープロソフト：MicrosoftWord2010 以上 

      ・表計算ソフト：Microsoft Excel2010 以上 

       ・ドキュメント作成ソフト ：Adobe Acrobat 、JUSTPDF4、Microsoft PowerPoint 

    ３）電子媒体による成果は DVD-R で提出し、必要最少枚数とすること。 



     ４）納品時に最新の検索エンジン及びパターンファイルでウイルスチェックを行い、 

そのログを併せて納品するものとする。 

 

（６）概算予算額 

本業務は、２,２００万円程度（税込み）を想定している。 

 

２．競争参加要件 

１）基本的要件 

参加表明書を提出する者（以下、「参加表明者」という。）は、次の①および②に掲げ

る資格を満たしている単体企業であること。 

① 単体企業 

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定

に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(3) 過去 2 年以内に公正取引委員会からの排除勧告の実績が無いこと。 

(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずる者とし

て、公的機関等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 

②  参加者間の公平性 

    入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

(1) 資本関係 

子会社等と親会社等の関係や親会社等を同じくする子会社同士の関係にある

場合 

(2) 人間関係 

（ｱ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

 (ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は会社

更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 

 (ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 

(3) その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の選定・特定手続に参加している場合、その他上記

(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(4) 上記(1)～(3)の詳細についての問い合わせ先は、３．担当部局に同じ。 

２）参加表明者の業務実績等に関する要件 

平成２８年度以降公示日までに完了した業務（役務の提供）において、下記に示す

同種又は類似業務にかかる実績（再委託による業務の実績は含まない。）を１件以上有

することを証明した者であること。 

・同種業務：3,000 ㎡クラスの展示場での展示会の開催かつ 3,000 人以上を集客す

るイベントの企画・運営業務の実績（同一業務に限らない） 

・類似業務：2,000 ㎡クラスの展示場での展示会の開催かつ 2,000 人以上を集客す

るイベントの企画・運営業務の実績（同一業務に限らない） 



 

３）配置予定運営責任者に関する要件 

運営・管理を行う配置予定運営責任者を 1 名以上配置すること。 

 

４）企画提案書に関する要件 

参加表明書を提出する者は、次の事項について企画提案書を提出すること。 

① 実施方針（工程計画等含む） 

② 業務実施体制 

 

３．担当部局 

〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３－３３ 

四国建設広報協議会（事務局 四国地方整備局企画部） 

電 話：０８７－８１１－８３０８ 

メールアドレス：skr-kensetsufea@ki.mlit.go.jp 

 

４．参加表明書及び企画提案書の提出期間、提出先及び方法 

「メール」又は「郵便（書留郵便等の配達記録が残るものに限る）又は託送（※注１）

（以下「郵送等」という。）」により提出すること。提出期間は、令和８年３月１２日（木）

の１７時 00 分まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）（必着） 

提出先：３．担当部局 と同じ 

※注１「託送」とは書留郵便と同等のものとする。 

 

５．ヒアリング 

１）以下のとおりヒアリングを実施する。 

（１）実施場所：〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３－３３ 

四国建設広報協議会（事務局 四国地方整備局企画部） 

（２）実施日時：令和８年３月中旬予定 

（３）対象者：配置予定運営責任者 

２）ヒアリングの時間、留意事項等は別途通知する。 

３）ヒアリング時における追加資料は受理しない。 

４）企画提案書の提出者が１者となった場合は、ヒアリングの実施を省略する場合がある。 

なお、ヒアリングの実施を省略する場合は別途連絡するものとし、書面のみを評価する

ものとする。 

５）ヒアリングに出席しない場合は、ヒアリングに関する評価項目（書面も含む）は０点と

する。 

６）ヒアリングについて、対象者補助・書記等を鑑み、１）（３）の対象者以外に、１名の

出席について妨げないものとする。 

７）やむを得ない理由により、配置予定運営責任者がヒアリングに出席できない場合につい

ては、企業の代表の出席を認める場合がある。 

 

６．企画提案書を特定するための評価基準 



１）企画提案書の評価項目、判断基準及び配点は以下のとおりである。なお、基本事項（企

業）の業務実績がない場合は特定しない。 

 

２）企画提案書の記載内容において次の項目に該当し、業務が適切に履行できないと判断

される場合は特定しない。 

 

①企画提案書の非特定事項 

・内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない。 
・業務目的に反する記述や事実誤認等適切な業務執行が妨げられる内容となっている。 

・業務実施体制について、業務の分担構成等が不明確又は不自然な場合。 

 

評価項目 評価の着目点（判断基準） 配点等 

参加表明者 

業務執行力 

・同種又は類似業務 

の実績内容 

① 平成 28 年度以降に完了した同種業務の実

績がある 

② 平成 28 年度以降に完了した類似業務の実

績がある 

① 10 
②  5 

企画提案書 

実施方針 

実施方針（工程計画等を含む）について、業務

の内容、目的を理解し、スムーズな運営等がで

きる提案や業務実施方針の妥当性が高い場合

に優位に評価する。 

30 

実施体制 

実施体制について、業務を遂行する上で適切な

体制が確保されている場合やミス防止体制が

確保されている場合、業務を遂行する上での工

夫が示されている場合に優位に評価する。 

30 

見積 業務コスト 
掲示した業務規模と大きくかけ離れているか、

または見積が不適切な場合は特定しない。 
 － 

    

７．特定に関する事項 

企画提案書が特定された者に対しては、書面により通知する。なお、特定通知は令和８

年３月下旬を予定する。また、企画提案書の提出者として認められなかった者に対しては、

認められなかった旨とその理由を書面（非選定通知書）にて通知する。 

 

８．関連情報を入手するための照会窓口 

３．担当部局 と同じ 

 

９．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

１）参加表明書の作成方法 



参加表明書は、別添（様式－１～４）に示すとおりとする。なお、書類の作成に用い

る言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。な

お、提出書類について、本説明書、２）参加表明書の記載上の留意事項、及び別添の書

式に示された条件に適合しない場合は無効とする。 

 

２）参加表明書の記載上の留意事項 

項 目 内容に関する留意事項 

表文 

・参加表明書および企画提案書（鑑み） 

・記載様式は様式－１とする 

 

参加表明者の業

務拠点の所在 

・業務拠点を記載する 

・記載様式は様式－２とする 

・所在を証する資料、パンフレット等を添付する 

参加表明者の同

種又は類似業務

の実績 

・入札参加希望者が過去に受注した業務実績について記載する 

・記載する業務は平成 28 年度以降に完了した業務とする 

・記載する業務の件数は、３件までとする 

・類似業務の場合は、参加人数の概数を記載する 

・記載様式は様式－３とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１業

務につきＡ４判１枚以内に記載する 

配置予定運営責

任者のプロフィ

ール等 

・配置予定運営責任者について、プロフィールを記載する 

・記載様式は様式－４とする 

 

 ３）参加表明者が過去に受注した同種又は類似業務実績として記載した業務について、

その業務に関わる契約書の写しを提出すること。 

 

１０．企画提案書の作成及び留意事項 

企画提案書は、別添（様式－５～６）に示すとおりとし、以下に留意して作成するも

のとし、提案内容の根拠等を説明できる資料を補足資料として添付すること。 

なお、企画提案書は、本業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるも

のであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項

以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意するこ

と。 

また、見積（様式－７）の提出がない場合は、提案された企画提案内容の業務規模等

が判断できないため提案を無効とし、特定しない。 

提出書類について、本説明書①企画提案書の内容に関する留意事項及び別添の様式に

示された条件に適合しない場合は無効とし、特定しない。 

 

① 企画提案書の内容に関する留意事項 



 内容に関する留意事項 

実施方針 
・本業務の実施方針（工程計画含む）について記載する。 

・記載様式は様式－５とし、Ａ４判３枚以内に記載する。 

業 務 実 施 体

制 

・本業務の実施体制について記載する。 

・記載様式は様式－６とし、Ａ４判２枚以内に記載する。 

見 積 
・本業務に係る見積を提出すること。 

・記載様式は様式－７とする。 

 

１１．その他の留意事項 

１) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 

２) 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法に

よるものとする。 

３) 参加表明書及び企画提案書の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

４) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書

を無効とする。 

５) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、

企画提案書の提出者の特定以外に提出者に無断で使用しない。参加表明書及び企画提案

書の提出後において、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を

認めない。また、配置予定運営責任者を変更する場合は、速やかに変更申請すること。 

６) 電子データにより参加表明書および企画提案書等を提出する場合は、全てを一つのフ

ァイルにまとめ、ファイル容量 10MB 程度以内とすること。（２つ以上のファイルは認めな

い）また、電子データは最新に更新（アップデート）したウイルスチェックソフトにて、

チェックした上で提出すること。 


